






２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要

な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成16年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の( )内の数字は外数で、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員であります。 

  
  
(2) 提出会社の状況 

平成16年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の( )内の数字は外数で、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。 

  

  

 
  

  

  

事業部門 従業員数(人)

自動車部品 3,917(1,091)

自動車組立 1,325(   72)

その他 40(    3)

管理部門 127(    5)

合計 5,409(1,171)

従業員数(人) 2,229(570)

















































注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末
(平成15年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

前連結会計年度末
(平成16年３月31日)

※１ 担保に供している資産及び担
保権によって担保されている債
務は、次のとおりであります。

  (1) 担保に供している資産

※１ 担保に供している資産及び担
保権によって担保されている債
務は、次のとおりであります。

  (1) 担保に供している資産

※１ 担保に供している資産及び担
保権によって担保されている債
務は、次のとおりであります。

 (1) 担保に供している資産

科目
中間期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 7,263,320

機械装置及び
運搬具

693,384

工具・器具及び

備品
11,768

土地 4,990,503

計 12,958,976

科目
中間期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 6,867,354

機械装置及び
運搬具

581,609

工具・器具及び

備品
6,611

土地 4,990,503

計 12,446,078  

科目
期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 6,990,477

機械装置及び
運搬具

638,911

土地 4,990,503

その他 5,877

計 12,625,770

上記資産のうち工場財団抵
当に供している資産

上記資産のうち工場財団抵
当に供している資産

上記資産のうち工場財団抵
当に供している資産

科目
中間期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 7,100,459

機械装置及び
運搬具

662,840

工具・器具及び

備品
9,676

土地 4,948,717

計 12,721,693

科目
中間期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 6,706,246

機械装置及び
運搬具

549,822

工具・器具及び

備品
1,692

土地 4,948,717

計 12,206,478  

科目
期末帳簿価額

(千円)

建物及び構築物 6,822,556

機械装置及び
運搬具

611,937

土地 4,948,717

その他 1,841

計 12,385,053

  (2) 担保権によって担保されて
いる債務

  (2) 担保権によって担保されて
いる債務

 (2) 担保権によって担保されて
いる債務

科目 金額(千円)

短期借入金 750,000

１年内返済予定
 長期借入金

347,648

長期借入金 841,274

計 1,938,922

科目 金額(千円)

短期借入金 800,000

１年内返済予定
 長期借入金

450,436

長期借入金 885,729

計 2,136,165

科目 金額(千円)

短期借入金 800,000

１年内返済予定
 長期借入金

373,880

長期借入金 781,174

計 1,955,054

上記のうち工場財団抵当に
対応する債務

上記のうち工場財団抵当に
対応する債務

上記のうち工場財団抵当に
対応する債務

 

科目 金額(千円)

短期借入金 700,000

１年内返済予定
 長期借入金

334,808

長期借入金 826,464

計 1,861,272
 

科目 金額(千円)

短期借入金 750,000

１年内返済予定
 長期借入金

440,636

長期借入金 880,719

計 2,071,355

科目 金額(千円)

短期借入金 750,000

１年内返済予定
 長期借入金

361,040

長期借入金 772,784

計 1,883,824

 ２ 偶発債務
  (1) 保証債務

被保証者
保証金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

3,795,431 リース料債務

2,595,040 銀行借入金

計 6,390,471 ―

 ２ 偶発債務
  (1) 保証債務

被保証者
保証金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

4,094,995 リース料債務

972,151 銀行借入金

計 5,067,146 ―

２ 偶発債務
 (1) 保証債務

被保証者
保証金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

3,954,325 リース料債務

1,351,840 銀行借入金

計 5,306,165 ―

 

  (2) 保証予約

被保証者

保証予約

金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

863,243 銀行借入金

計 863,243 ―
 

  (2) 保証予約

被保証者

保証予約

金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

299,985 銀行借入金

計 299,985 ―

 (2) 保証予約

被保証者

保証予約

金額

(千円)

被保証債務

の内容

ユー ワイ

ティー リミ

テッド

772,480 銀行借入金

計 772,480 ―































  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

前事業年度
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

４ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしておりますので、特

例処理を採用しておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしておりますので特例

処理を、金利通貨スワッ

プについては、一体処理

の要件を満たしておりま

すので一体処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段…金利スワ

ップ

ヘッジ対象…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ①ヘッジ手段…金利スワ 

            ップ

ヘッジ対象…借入金

 ②ヘッジ手段…金利通貨 

            スワップ

ヘッジ対象…外貨建借 

          入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動によ

るリスクを回避すること

を目的として、金利スワ

ップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動によ

るリスクを回避すること

を目的として、金利スワ

ップ取引を行っており、

また、外貨建借入金の金

利変動によるリスク及び

為替相場変動によるリス

クを回避することを目的

として金利通貨スワップ

取引を行っております。

なお、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行って

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしているため、有効性

の評価を省略しておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしているため、また、

金利通貨スワップについ

ては、一体処理の要件を

満たしているため、有効

性の評価を省略しており

ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左





注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

項目
前中間会計期間末
(平成15年９月30日)

当中間会計期間末
(平成16年９月30日)

前事業年度
(平成16年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額

58,344,495千円 61,474,716千円 60,093,043千円

※２ 担保に供してい

る資産及び担保

権によって担保

されている債務

 (1) 担保に供してい

る資産

科目 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

工場財団

建物 5,928,173 5,622,009 5,687,308

機械及び装置 362,428 349,145 356,594

土地 4,289,500 4,289,500 4,289,500

その他
(構築物)

364,815 347,217 355,714

合計 10,944,918 10,607,873 10,689,117

 (2) 担保権によって

担保されている

債務

科目 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

短期借入金 600,000 600,000 600,000

※３ 消費税等の取扱

い

 仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ未払

消費税等として表示してお

ります。

同左 ―――――

 ４ 偶発債務  保証債務  保証債務  保証債務

被保証者
保証金額
(千円)

被保証債務
の内容

ユー ワイ
ティー
リミテッド

3,795,431
2,595,040

リース料債務
銀行借入金

ワイ エム
テクノロジ
ー
インコーポ
レーテッド

640,380 銀行借入金

ユー エス
ヤチヨ
インコーポ
レーテッド

766,547
2,250,921

リース料債務
銀行借入金

ヤチヨ
マニュファ
クチュアリ
ング オブ
アラバマ
エル エル
シー

423,306 銀行借入金

ヤチヨ
インダスト
リー
(ユーケー)
リミテッド

1,668,240 銀行借入金

計 12,139,866 ―

 

被保証者
保証金額
(千円)

被保証債務
の内容

ユー ワイ
ティー
リミテッド

4,094,995
972,151

リース料債務
銀行借入金

ワイ エム
テクノロジ
ー
インコーポ
レーテッド

638,604 銀行借入金

ユー エス
ヤチヨ
インコーポ
レーテッド

710,570
2,167,584

リース料債務
銀行借入金

ヤチヨ
マニュファ
クチュアリ
ング オブ
アラバマ
エル エル
シー

1,023,769 銀行借入金

八千代工業
（中山）
有限公司

93,940 銀行借入金

計 9,701,616 ―
 

被保証者
保証金額
(千円)

被保証債務
の内容

ユー ワイ
ティー
リミテッド

3,954,325
1,351,840

リース料債務
銀行借入金

ワイ エム
テクノロジ
ー
インコーポ
レーテッド

630,708 銀行借入金

ユー エス
ヤチヨ
インコーポ
レーテッド

702,516
2,173,620

リース料債務
銀行借入金

ヤチヨ
マニュファ
クチュアリ
ング オブ
アラバマ
エル エル
シー

1,150,647 銀行借入金

八千代工業
（中山）
有限公司

63,850 銀行借入金

計 10,027,507 ―

 保証予約  保証予約  保証予約

 

被保証者
保証予約

金額
(千円)

被保証債務
の内容

ヤチヨ
インダスト
リー
(ユーケー)
リミテッド

795,472 銀行借入金

ユー ワイ
ティー
リミテッド

863,243 銀行借入金

計 1,658,715 ―

 

被保証者
保証予約

金額
(千円)

被保証債務
の内容

ユー ワイ
ティー
リミテッド

299,985 銀行借入金

計 299,985 ―

 

被保証者
保証予約

金額
(千円)

被保証債務
の内容

ユー ワイ
ティー
リミテッド

772,480 銀行借入金

ヤチヨ
オブ  オン
タリオ  マ
ニュファク
チュアリン
グ
インコーポ
レーテッド

242,580 銀行借入金

計 1,015,060 ―















独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成15年12月19日

八 千 代 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている八千代工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、八千代工業株式会社及び連結子会社の平成15年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

   
  

新日本監査法人

代表社員
関与社員

公認会計士   佐   野   正   彦   ㊞

関与社員 公認会計士   矢   定   俊   博   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月17日

八 千 代 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている八千代工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、八千代工業株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

   
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士     佐   野   正   彦   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士     千   頭        力   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士     矢   定   俊   博   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成15年12月19日

八 千 代 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている八千代工業株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの第51期事業年度の中間会計期間

(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、八千代工業株式会社の平成15年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 
  

  

新日本監査法人

代表社員
関与社員

公認会計士   佐   野   正   彦   ㊞

関与社員 公認会計士   矢   定   俊   博   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月17日

八 千 代 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている八千代工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第52期事業年度の中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、八千代工業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士     佐   野   正   彦   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士     千   頭        力   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士     矢   定   俊   博   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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